
令和７年度岩手県救急業務高度化推進協議会

日時：令和８年３月 27日（金）14時 ～ 15時 30分

場所：岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター研修室

(１階)又はＺＯＯＭ

----- 次第 -----

１ 開会

２ 報告事項

⑴ 救急救命士の生涯教育における県単位研修会の実施について

⑵ 令和８年度における（一財）救急振興財団主催研修への派遣予

定について

⑶ 岩手県内消防指令業務の共同運用について

    （いわて消防司令センター運用開始）

⑷ 岩手県救急安心センター＃7119の運用状況について

３ 協議事項

４ 意見交換

５ その他

６ 閉会
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〔資料№２〕令和８年度(一財)救急振興財団主催研修への派遣予定について

〔資料№３〕岩手県内消防指令業務の共同運用について

〔資料№４〕岩手県救急安心センター#7119 の運用状況について
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〇
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花巻地域 中 舘 一 郎 （欠席） －

北上地域 岩 淵  崇 （欠席） －

遠野地域 鈴 木  雄
代理：遠野市消防本部 
消防長 菊池 和弘 ○

二戸地域 ⼩ 笠 原 敏 浩 〇

行
政
機
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岩手県 

保健福祉部医療政策室長 鈴 木  優 （欠席） －

復興防災部副部長兼消防安全課総括課長 戸 田  新 〇
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消防長会 
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盛岡地域メディカルコントロール協議会事務局
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千葉 憲一 消防課課長補佐兼救急係長 〇
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東  潤 一 〇

槻木澤 和也 〇
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（花巻市消防本部） 

小原 敏裕 警防課長 ○
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遠野地域メディカルコントロール協議会事務局
（遠野市消防本部） 

齋 藤 武 男 課長補佐 〇

菊池 伸行 警防係長 〇

小松 浩幸 指導救命士 〇

佐々木崇志 指導救命士 〇
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岩手県救急業務高度化推進協議会設置要綱 
 
（設置） 

第１条 救急業務及びその高度化に関する事項を円滑に推進するため、岩手県救急業務高

度化推進協議会（以下、「協議会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議し、又は調整する。 

（１） 救急救命士の病院実習等の円滑な実施に関すること。 

ア 就業前教育に関すること。 

イ 特定行為の認定等に関すること（再教育も含む）。 

ウ 生涯教育に関すること。 

エ その他救急救命士の病院実習等に関すること。 

（２）地域メディカルコントロール協議会の構成等の調整に関すること。 

ア 地域メディカルコントロール協議会の担当範囲の区域割りに関すること 

イ メディカルコントロールを担当する救急医療機関の選定に関すること 

（３） 地域メディカルコントロール協議会における決定事項等に関する助言等に

関すること。 

（４） 傷病者の搬送及び受入れの実施基準（以下「実施基準」）に係る協議に関す

ること。 

なお、実施基準は別紙に掲げる事項とする。 

（５） 実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施に係る連絡調整に関する

こと。 

（６） その他救急業務及びその高度化に係る必要な事項に関すること。 

 
（組織） 

第３条 協議会は次に掲げる者（以下、「委員」という。）をもって構成する。 

（１） 学識経験者 

ア 岩手医科大学附属病院岩手県高度救命救急センター長 

イ 岩手県医師会の推薦する者 

ウ 盛岡市医師会の推薦する者 

エ 県内の救命救急センター等に所属し救急医療に精通する医師 

オ 地域メディカルコントロール協議会の代表者 

（２） 行政機関関係者 

ア 岩手県保健福祉部職員 

イ 岩手県復興防災部職員 

ウ 岩手県医療局職員 

エ 岩手県消防長会の推薦する者 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、任期中に交代があった場合、後任者の任期は

前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長は岩手医科大学附属病院岩手県高度救命救急センター長をもって充て、副会

長は会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会議を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意

見を聴取することができる。 

３ 会議の議決は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長

の決するところによる。 

４ 会議は、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求

めることができる。 

５ 会議は、岩手県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び受入れの実施に関

し必要な事項について意見を述べることができる。 

 
（専門部会） 

第６条 会長は、第２条各号に掲げる事項を協議し、推進するため必要と認めるときは、

専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、消防機関、救急医療機関及び行政機関の中から会長が必要と認めた

者をもって構成する。 

３ 専門部会は、会長から付託された協議事項について検討し、その結果を会長に報

告しなければならない。 

 

（事務局会議） 

第７条 会長は、事務局会議を置くことができる。 

２ 事務局会議は、協議会及び各地域メディカルコントロール協議会の事務局員をも

って構成する。 

３ 事務局会議は、協議会及び地域メディカルコントロール協議会の運営等について

検討し、会長に報告する。 

 
（事務局） 

第８条 協議会の事務局は、岩手県復興防災部消防安全課、岩手県保健福祉部医療政策室

及び岩手県消防長会事務局において担当する。 
 
（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

 



附 則 

  この要綱は、平成 14年 12 月 19 日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成 22年１月 28日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成 25年２月７日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成 27年２月５日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

＜別紙＞ 
 
要綱第２条（４）に掲げる実施基準は以下の事項とする。 
 
１ 傷病者の心身等の状況（以下「傷病者の状況」）に応じた適切な医療の提供が行われ

ることを確保するために医療機関を分類する基準 
 
２ １に掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する医療機

関の名称 
 
３ 消防機関が傷病者の状況を確認するための基準 

 
４ 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準 

 
５ 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するた

めの基準 
 
６ ４及び５に掲げるもののほか、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間

の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事

項 
 
７ 搬送手段の選択等に関する基準 
 
８ １から７に掲げるもののほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要

と認める事項 



 

〔報告事項１〕 

救急救命士の生涯教育における県単位研修会の実施について 

 

１ 概要                                                              

救急救命士の資格を有する救急隊員が実施することができる高度な救急救命処置等について、その質の確保・維持向上を図り、本県における

救急業務の高度化に資することを目的として、平成 22年度から県単位での研修会を実施しているもの。 

 

２ 令和７年度実施状況                                                       

  令和６年度に指導救命士との意見交換会の意見を踏まえ、講義（配信）及び実技を取り入れた研修会を計画 

研修会は、次のとおり２部構成とする 

１部 講義 :医師等の医療従事者による講義はＷＥＢによる配信 

２部 実技：各消防本部の指導救命士等の救急救命士の教育を担当する職員等を参加 

    

  講義：日時 令和８年３月 24日（火）17時～19時 20分 オンライン開催 

   「第 14回岩手県救急業務高度化推進協議会救急救命士研修会」 

（１）岩手医科大学医学部 産婦人科学講座 任期付助教 佐藤 貴紀 先生 

      「妊産婦の救急搬送時における対応」 

   （２）岩手医科大学医学部 小児科学講座  助教       松本 敦 先生 

      「新生児の救急搬送時における対応」 

 

３ 令和８年度研修計画                                                              

  実技（２部）を令和８年６～７月頃に実施予定 

資料 №１ 



 

〔報告事項２〕 

令和８年度 (一財)救急振興財団主催研修への派遣予定について 

１ 救急救命士新規養成研修 ＜受講定員：800名＞             

 ⑴ 目的 

全国の救急隊員を対象として、救急救命士資格を取得するため、高度

かつ専門的知識及び技術を習得させるもの 

⑵ 期間 

【前期・70期】令和８年４月１日（水）～９月 29日（火）及び令和９

年２月 15日（月）～２月19日（金） 

【後期・71期】令和８年９月～令和９年３月（予定） 

⑶ 研修場所 

救急救命東京研修所（住所：東京都八王子市南大沢四丁目５番地） 

⑷ 本県からの受講予定者数 

19名（前期：12名、後期：７名） ※10消防本部 

２ 指導救命士養成研修 ＜受講定員：400名＞              

 ⑴ 目的 

救急救命士の資格を有する消防職員に対して、指導救命士（自身の救

急救命士・救急隊長としての活動を通じて、ＭＣを担う医師の連携の下

に、他の救急救命士を含む救急活動に携わる隊員の行う救急活動全般を

教育指導することを主な役割とする者。）に必要とされる知識及び技術を

習得させるもの。 

⑵ 期間（下記日程中の平日 30日間） 

【第１回】 令和８年５月 22日（金）～７月２日（木） 

【第２回】 令和８年７月８日（水）～８月 20日（木） 

⑶ 研修場所 

救急救命九州研修所（福岡県北九州市八幡西区大浦三丁目８番１号） 

⑷ 本県からの受講予定者数 

５名（１期：３名、２期：２名） ※５消防本部 

３ 感染防止対策強化研修 ＜受講定員：96名＞         

⑴ 目的 

    消防本部において感染防止対策に関するマニュアル整備、研修の企

画・実施等を行う者を対象に、新型コロナウイルス感染症をはじめとす

る感染防止対策全般に対する体系的かつ短期集中的な研修を行うこと

により、感染防止対策に関する知識及び技能の向上を図るもの 

⑵ 期間（研修日数５日間） 

【第１回】 令和８年４月中旬～下旬 

【第２回】 令和８年５月上旬～中旬 

⑶ 研修場所 

 救急救命九州研修所（福岡県北九州市八幡西区大浦三丁目８番 1号） 

⑷ 本県からの受講予定者数 

   令和８年度は受講なし 

資料 №２ 
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岩手県内消防指令業務の共同運用について 
（いわて消防指令センター運用開始） 

 

１ 概要 

  消防需要における広域的な対応並びに消防事務の高度化及び消防力の強化を図るため、

消防通信指令に関する業務を共同管理し、及び執行することを目的として、令和８年度から

「いわて消防通信指令事務協議会（10消防本部）」による「いわて消防指令センター」を運用

開始するものである。 

 

２ 参加団体（10団体） 

  いわて消防通信指令事務協議会 

・盛岡地区広域消防組合消防本部   ・宮古地区広域行政組合消防本部 

・釜石大槌地区行政事務組合消防本部 ・奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 

・久慈広域連合消防本部       ・花巻市消防本部 

・北上地区消防組合消防本部     ・遠野市消防本部 

・陸前高田市消防本部        ・二戸地区広域行政事務組合消防本部 

 

 管轄面積 管内人口 119番受信件数 火災件数 救急出場件数 

当広域消防本部 3,641㎢ 463,186人 23,862件 78件 20,498件 

10消防本部 13,294㎢ 1,051,577人 69,492件 315件 49,545件 

※１ 人口は、令和２年の国勢調査による。 

※２ 119番受信、火災及び救急の件数は、令和６年中の件数である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 緑色は、現在の岩手県央消防指令センター 

（平成28年度運用開始）の管轄 

盛岡地区広域消防組合消防本部 

花巻市消防本部 

遠野市消防本部 

釜石大槌地区行政事務組合消防本部 

北上地区消防組合消防本部 

奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 

陸前高田市消防本部 

資料 No.３ 

二戸地区広域行政事務組合消防本部 

久慈広域連合消防本部 

宮古地区広域行政組合消防本部 
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３ 共同運用の効果 

 ⑴ 住民サービスの向上 

   119番通報の受信業務において、情報通信技術の向上による緊急通報体系の多様化や住民ニー

ズの変化に幅広く対応するため、業務を一元的に管理することにより、効率化が図られる。 

 

  【住民サービスの向上につながる新たな機能（別紙№１）】 

・ 映像 119 

・ 駆け込み通報装置 

・ ホームページ連携による住民への情報提供（災害情報・気象情報・熱中症アラート） 

 

 ⑵ 災害対応力の強化 

   災害情報等を一元管理して把握することにより、隣接する消防本部間の連携体制を強化する

とともに、災害の拡大や複雑化にも柔軟に対応が図られる。 

 また、盛岡広域消防本部が中心となり、総務省消防庁、国立研究開発法人 宇宙航空研究開

発機構（JAXA）及び岩手医科大学附属病院の協力を得て全国で初めて開発された「盛岡モデル

の消防・ヘリ高機能動態管理システム」を導入した。 

これにより、消防機関、岩手県防災航空隊及び岩手県ドクターヘリが災害情報を共有し、

通常災害から大規模災害まで、関係機関と連携した効果的な対応が可能となる。 

 

  【災害対応力の強化につながる新たな機能（別紙№２）】 

・ 盛岡モデルの消防・ヘリ高機能動態管理システム 

・ スターリンク衛星回線を活用した指令・無線ネットワーク 

・ IP無線機、指揮支援タブレット端末、高所監視カメラなど 

 

 ⑶ 行財政上の効率化 

   消防指令センターを共同で設置・運営することにより、整備や維持管理に係る経費の節減

が図られる。 

 

４ いわて消防指令センター総合整備事業に係る事業費 

単位 円 

 実施設計 整備工事 施工監理 庁舎改修工事 合 計 

当広域消防本部 26,708,008 3,077,860,042 17,455,194 11,979,493 3,134,002,737 

10消防本部合計 65,725,000 11,550,000,000 42,955,000 29,480,000 11,688,160,000 

 

５ いわて消防指令センター運用開始及び開所式を含むスケジュール 

 令和４年４月       いわて消防通信指令事務協議会 設置 

               いわて消防通信指令事務協議会 発足式 

      ７月       実施設計業務委託の契約 

  令和４年度、令和５年度  実施設計業務 

  令和５年度        整備工事入札（総合評価一般競争入札による入札公告） 

令和６年度        整備工事・施工監理業務委託、庁舎改修工事 

令和７年度、令和８年度  整備工事、施工監理業務委託、既設撤去 

令和８年４月１日（水）  いわて消防指令センター 運用開始 

令和８年４月７日（火）  いわて消防指令センター 開所式 
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〇 映像 119 

 

 

〇 駆け込み通報装置 

 

 

〇 ホームページ連携による住民への情報提供（災害情報・気象情報・熱中症アラート） 

 

別紙№１ 
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〇 盛岡モデルの消防・ヘリ高機能動態管理システム 

 

 

 

〇 スターリンク衛星回線を活用した指令・無線ネットワーク（盛岡のみ配備） 

 

  

別紙№２ 
〔報告事項３〕 

- 6 - 

 

 

 

〇 IP無線機、指揮支援タブレット端末 

 
 

 

〇 高所監視カメラ 

 
※ これらのシステムは、全ての消防本部で導入されているわけではなく、導入状況は消防

本部ごとに異なります。 
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岩手県救急安心センター＃７１１９の運用状況について 

１ 概要                                                                  

  県民が急な病気やけがをした際に、救急時の安心確保と適正受診の促進による医療従事者の負担軽減を図るため、令和 7年 4月 1日から看護師等が相

談に応じる電話相談窓口「救急安心センター事業（＃7119）」を設置している。 

２ 令和７年度の運用状況について（令和７年４月～令和８年２月）                                                      

 

○相談件数 

  計 13,622件（月平均 1,238件、日平均 41件） 

  ○緊急性の高い事例 

  計  1,832件（12.9％） 

  〇年齢層 

   16歳～64歳からの相談 計 7,504件（55.1％）で最多、 

75歳以上からの相談  計 2,341件（17.2％） 

  〇市町村 

   盛岡市 計 5,170件（38.0％） 

   花巻市 計 1,367件（10.0％） 

   一関市 計 1,064件（ 7.8％） 

 

 

 

３ 令和８年度の取組について                                                                   

・現在は消防指令センターへの転送は行なっておらず、救急車を呼ぶ必要がある場合は、切電後に相談者自身で 119番掛け直しを行なっていただくよう

に運用しているが、市町村や消防本部からの要望により、令和８年度から＃7119から消防指令センターへの転送を予定。 

・転送先は、一関市消防本部、大船渡地区消防組合消防本部及び、令和８年度から運用開始されるいわて消防指令センターの３施設で、この運用により

相談者の緊急的な事案に対して、より迅速に対応が可能になることが見込まれる。 
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